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農地の売買・貸借・転用などの農地法申請の〆切は毎月１０日です

主な内容
〇 農業委員・農地利用最
適化推進委員の募集
○ 農業者年金加入促進の
表彰
○農業者向けお知らせ
○農業委員会活動報告

　国の就農支援制度『農業次世代人材投資資金（経営開始型）』を受け、
新規就農されました若海地区の根﨑良典さん、望さんご夫婦をご紹
介します。現在はご夫婦を中心に４名で、トマトや水稲、トウモロ
コシ等を栽培しています。
　過去に食農教育として、根﨑さんのハウスを訪れた市内の子ども
たちが、「美味しい」、「初めて食べられた」と笑顔でトマトを頬張っ
ていた光景が忘れられないと、お話してくださいました。
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女性委員として活躍してみませんか？
　農業委員会組織では、「女性が一人も登用されていない農業委員会の解消」
と「一農業委員会当たり複数の女性の農業委員の選出」を統一目標として、
女性農業委員の登用促進に取り組んでいます。
　現在、行方市農業委員会では２名の女性農業委員、１名の女性農地利用最適化推進委員が活躍し
ています。農業の発展のためには、男性・女性いずれの視点も必要不可欠です。女性農業者の声を
いかすためにも、農業委員・農地利用最適化推進委員になって行方市の農業を活性化させませんか？

行方市農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します
　令和６年９月１日に現委員の任期満了に伴い、「農業委員」と「農地利用最適化推進委員」をそれぞ
れ募集します。今後の地域農業の活性化の取り組みや行方市農業のさらなる発展のため、農業に関す
る識見を有し、集落での話し合いや現場活動を通じて貸し手・借り手の発掘など農地利用の最適化に
積極的に活動できる方の応募、推薦をよろしくお願いいたします。

農 業 委 員 農地利用最適化推進委員

職 務 内 容

◎�農地法に基づく法令審査、農業委員会
総会における農地の権利移動や転用に
係る許可などの議決及び現地調査
◎�農業委員会の総会農地利用最適化推進
委員と連携し、遊休農地の発生の防止・
解消の推進、担い手への農地集積の推
進、新規就農の支援をするための活動、
農地利用最適化の指針作成、地域計画
の実質化活動等

◎�農業委員と連携し、担当地区の遊
休農地の発生の防止・解消の推進、
担い手への農地集積の推進、新規
就農の支援をするための活動、農
地利用最適化の指針作成、地域計
画の実質化活動等

任　　 期 令和６年９月２日から令和９年９月１日まで 委嘱の日から令和９年９月１日まで

定　　 数 19名 16名
（市内 13地区で１名または２名）

月 額 報 酬 54,100 円（会長、会長代理は別） 30,000 円

任 命 方 法 選考委員会の審査後、議会の同意を得て
市長が任命します。

選考委員会の審査後、農業委員会が
委嘱します。

応 募 方 法 個人による応募と推薦による方法があります。

募 集 期 間 令和６年２月 8日（木）から令和 6年 3月 8日（金）まで

問い合わせ 行方市農業委員会事務局　（北浦庁舎　TEL�0291-35-2111）
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農地の売買・転用等には許可が必要です！
◇農地の売買・贈与、貸借する場合
耕作目的で農地を譲ったり貸したりする場合は、農業委員会の「許可」が必要です。
※�農地の貸借は、農業経営基盤強化促進法（基盤法）に基づき、農地に貸借権等の権利（利用権）
設定をする方法もあります。また、その際には農地中間管理事業を積極的に活用しましょう。

◇農地を転用する場合
農地を住宅用地や資材置場・駐車場等の農地以外の用途に変更する行為を農地転用といい、農
業委員会の許可が必要になります。手続きを行わずにこれらを行うと農地法違反となり、原状回
復等の措置を求められ、高額な費用が発生する場合があります。また、農地転用ができない土
地もありますので、農地転用をお考えの方は農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地の適正な管理について（お願い）
　耕作していない農地は雑草や雑木が繁茂し、病
害虫の発生、花粉や種子の飛散または不法投棄や
火災の要因になるなど、周辺農地に大変迷惑をか
けることになります。農地を所有する方は、農地の
作付けをしない場合でも草刈り、枝払いを行うなど
の適切な自己管理をお願いします。
　耕作するのが難しい方や後継者がなく将来の農
地の維持管理に不安のある方は、地域の農業委員
や農地利用最適化推進委員にご相談ください。

農業者年金加入促進の取組が表彰されました

農地パトロールを実施しました
　７月27日から８月 10日にかけて、市
内全域の畑について、農地パトロールを実
施し、遊休農地の現況確認をしました。
　この調査で確認された遊休農地の所有
者に対しては、利用の意向確認や農地の
耕作の再開・貸付等の指導を行います。
この機会に所有する農地の点検を行い、
必要に応じて、草刈りなどの実施をお願い
します。

　令和５年９月21日に、令和５年度農業者年金加入推進特別研修会において令和４年度の農業者年
金加入推進の実績が讃えられ、行方市農業委員会が農業者年金基金理事長から表彰されました。
　これまでの取組と同様に、市内３地区に分け加入推進班を作り、個別訪問を実施するなどして、加
入推進を行いました。若手農業者や女性農業者にも、積極的に声をかけて交流を重ねています。
　農業者年金は農業者にとって、メリットがたくさんある終身
年金です。安心で豊かな老後のため、家族と将来の経営を話
し合っていただき、加入をご検討ください。
　行方市農業委員会は、少しでも多くの農業者に農業者年金
制度を広められるよう、今後も農業者年金加入推進に取り組
んで参ります。

＜表彰内容＞
・新規加入者数の部門　全国第９位
・目標達成度合い（新規加入目標 10人以上）の部門

全国第３位
・女性新規加入者数の部門　全国第８位
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6 月 1 日 いばらき農業委員会女性協議会役員会
 21 日 北浦地区現地確認
 26 日 第７回総会、農政部会、農地部会
 29 日 茨城県農業会議通常総会
7 月 3 日 農業振興地域整備促進協議会
 4 日 農業委員会行方地域協議会視察研修会
 5 日 行方地域農業改良推進協議会通常総会
 10 日 霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会通常総会
 25 日 第８回総会、役員会
 27 日 農地パトロール（麻生・行方地区）
 28 日 農地パトロール（太田地区）
8 月 1 日 農地パトロール（大和地区）
 2 日 農地パトロール（津澄・要地区）
 3 日 農地パトロール（要・武田地区）
 4 日 農地パトロール（玉川・手賀・玉造地区）
 7 日 いばらき農業委員会女性協議会定例総会、役員会
  農地パトロール（立花地区）
 8 日 農地パトロール（現原地区）
 10 日 農地パトロール（小高地区）
 18 日 京都市農業者年金加入推進特別大会
 28 日 第９回総会
 31 日 新任農業委員・農地利用最適化推進委員研修会
9 月 21 日 農業者年金加入推進特別研修会
 25 日 第 10 回総会
10 月 16 日～17 日
  令和５年度市町村農業委員会会長・事務局長会議
 25 日 第 11 回総会、農政部会、広報委員会
 31 日 農業振興地域整備促進協議会
11 月 ８日 いばらき農業委員会女性協議会現地研修会
 10 日 行方市農業委員会全体視察研修
  広報委員会
 24 日 第 12 回総会
  農業委員会行方地域協議会研修会

12 月 13 日 令和５年度関東ブロック女性農業委員等研修会
 15 日 令和６年度農業施策に対する市長要望
 25 日 第 13 回総会

農業委員会活動報告

事業予定

農業を取り巻く情報を、わかりやすく的確に
お伝えする全国農業新聞をおすすめします。
●発行日　毎週金曜日（月４回）
●購読料　月額７００円
　　　　　（農協・銀行口座振替可）
●申　込　農業委員会事務局または
　　　　　お近くの農業委員まで

デジタルブック配信を開始しました
・�ブラウザまたはアプリをインストールするこ
とで、お手持ちのスマホやタブレットで農委
だよりの記事が無料で読めます
・�多言語対応・音声読み上げもできます（音
声読み上げには無料アプリ「カタポケ」　の
インストールが必要です。）
※�デジタルブックの配信は発行日の10日後
となります。

加入要件
　○国民年金第 1号被保険者の方
　○年間 60日以上農業に従事の方
　○ 60歳未満の方
特　徴
　・保険料は全額社会保険料控除の対象
　・35歳未満で一定の要件を満たす方は、
　　最大 1万円の補助
※�詳しくは、農業委員会事務局または JAなめが
たしおさい各支店までお問い合わせください。

農家の経営とくらしに
役立つ情報が満載！

無料アプリ「カタポケ」
このアイコンが目印です


